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４ 納税思想の高揚等に

資する活動を通じて顕

著な功績を挙げた者等

に対する感謝状贈呈の

状況 

４ 納税思想の高揚等に資する活動を通じて顕著な功績を挙げた

者等に対する感謝状の贈呈 

平成30年度以降、納税思想の高揚や税務行政の円滑な運営等

に資する活動を通じて顕著な功績を挙げた個人、法人又は団体

に対して、国税庁長官、国税局長・沖縄国税事務所長又は税務署

長から感謝状を贈呈し、その感謝の意を表することとしている。 

令和５年度においては、国税庁長官感謝状を５件、国税局長・

沖縄国税事務所長感謝状を162件、税務署長感謝状を1,541件贈

呈した。 

４ 納税思想の高揚等に資する活動を通じて顕著な功績を挙げた

者等に対する感謝状の贈呈 

平成30年度以降、納税思想の高揚や税務行政の円滑な運営等

に資する活動を通じて顕著な功績を挙げた個人、法人又は団体

に対して、国税庁長官、国税局長・沖縄国税事務所長又は税務署

長から感謝状を贈呈し、その感謝の意を表することとしている。 

令和５年度においては、国税庁長官感謝状を４件、国税局長・

沖縄国税事務所長感謝状を162件、税務署長感謝状を1,541件贈

呈した。 

※下線部が訂正箇所である。 
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２ 再調査の請求（旧：異

議申立て） 

２ 再調査の請求（旧：異議申立て） 

（中略） 

⑴ 再調査の請求の申立状況 

  令和５年度における再調査の請求の件数は、2,493件で、前

年度（1,521件）に比べて972件（63.9％）増加している。 

  申立件数を税目別にみると、申告所得税（復興特別所得税

を含む。）が655件（対前年度比24.5％増）、源泉所得税（復興

特別所得税を含む。）が67件（対前年度比86.1％増）、法人税

（復興特別法人税及び地方法人税を含む。）が316件（対前年

度比76.5％増）、相続税・贈与税が57件（対前年度比67.6％増）、

消費税（地方消費税を含む。）が1,253件（対前年度比109.5％

増）、徴収関係が144件（対前年度比2.7％減）、その他が１件

（前年度０件）となっている。 

⑵ 再調査の請求の処理状況 

  令和５年度において処理した件数は、2,266件で、前年度

（1,370件）に比べて896件（65.4％）増加している。この処理

件数は、令和５年度の申立件数に前年度からの繰越件数を加

えた要処理件数2,902件の78.1％に当たる。 

  なお、令和５年度末における処理未済件数は636件で、前年

度末（409件）に比べて227件（55.5％）増加している。 

  次に、処理件数を処理態様別の構成割合でみると、納税者

が取下げなどしたものは全体の11.7％（前年度11.8％）、却下

（再調査の請求が法定期間経過後にされたときなど、申立て

が適法性を欠くもの）は全体の6.5％（前年度9.1％）、棄却（納

税者の主張が認められなかったもの）は全体の75.2％（前年

度74.6％）である。一方、全部認容（納税者の主張が全部認め

られたもの）は全体の0.9％（前年度1.3％）、一部認容（納税

者の主張が一部認められたもの）は5.6％（前年度3.3％）とな

っている。 

２ 再調査の請求（旧：異議申立て） 

（中略） 

⑴ 再調査の請求の申立状況 

  令和５年度における再調査の請求の件数は、2,494件で、前

年度（1,533件）に比べて961件（62.7％）増加している。 

  申立件数を税目別にみると、申告所得税（復興特別所得税

を含む。）が655件（対前年度比22.2％増）、源泉所得税（復興

特別所得税を含む。）が67件（対前年度比86.1％増）、法人税

（復興特別法人税及び地方法人税を含む。）が316件（対前年

度比76.5％増）、相続税・贈与税が57件（対前年度比67.6％増）、

消費税（地方消費税を含む。）が1,254件（対前年度比109.0％

増）、徴収関係が144件（対前年度比2.7％減）、その他が１件

（前年度０件）となっている。 

⑵ 再調査の請求の処理状況 

  令和５年度において処理した件数は、2,278件で、前年度

（1,371件）に比べて907件（66.2％）増加している。この処理

件数は、令和５年度の申立件数に前年度からの繰越件数を加

えた要処理件数2,915件の78.1％に当たる。 

  なお、令和５年度末における処理未済件数は637件で、前年

度末（421件）に比べて216件（51.3％）増加している。 

  次に、処理件数を処理態様別の構成割合でみると、納税者

が取下げなどしたものは全体の11.6％（前年度11.7％）、却下

（再調査の請求が法定期間経過後にされたときなど、申立て

が適法性を欠くもの）は全体の6.9％（前年度9.0％）、棄却（納

税者の主張が認められなかったもの）は全体の74.9％（前年

度74.6％）である。一方、全部認容（納税者の主張が全部認め

られたもの）は全体の0.4％（前年度1.3％）、一部認容（納税

者の主張が一部認められたもの）は6.1％（前年度3.3％）とな

っている。 

※下線部が訂正箇所である。 
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表 26 

再調査の請求事案

の税目別申立及び

処理状況 

  

87 ページ 

表 27 

再調査の請求事案

の税目別・態様別処

理状況 

 

  

※下線部が訂正箇所である。 
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付表第 46 表 

再調査の請求の処

理状況 

 

 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 


